
資料４

主な経営形態と､その概要

一般地方独立地方公営企業法
指定管理者制度 民間議渡

全部適用 行政法人

公の施設を民間事業 民間医療法人等に地方公営企業法にｌ地方公共団体が設立

定める財務・組織･職ｌした法人格を有すそ 考等が管理する制度 医療施設等を有償

譲渡する方法員の身分取扱の全て組織が公共サービス制度の概要

を適用し､事業答理者ｌを提供する制度

による】匝営を可能と

する制度

非公務員 非公務員職員身分 地方公務員 非公務員

法人の業務実績及び 指定管理者の規程に 民間事業召独自の給与体系 原則としてliL1-又は

人 類似の地方公共団体 社会ｌｌｌｒ勢を考慮して より独｢]の給与体系 規程により民間型

の職員等の給与一等を 決定され』畠 の制定が可能 給与体系の制定が

IIJ： 考慮して決定する 可能

一括支給 一括支給経営形態の変更 手当措置なし 新法人へ通算

面 退職手当債が認めら 退職手当債が認めらに伴う退職手当

の支給 れる可能性有 れる可皀能性右

定数椅理 対象 対象外 対象外 対象外

交付税基準財政 され届 六れＺ される 六れ左い

需要額への算入

財 操出金制度 適用対象 適用外 滴用対象 滴用外

政策医療等に対して 政策医療等に対して

補助金等で財政支援 補助金等で財政支援

を行うことは可能 を行うことは可能

企業債の起債 可能 不可能 可能 不可能

政 市が起伎して法人に 独自に銀行等から

貸付け 資金調蓮

企業債の償還 病院会計が償還 一般会計が借り換え 病院会計が償還 譲渡時の資産売却益

て償還又は法人に 琴で清算、又は一般

引き継ぐ 会計で借り替えて

￣￣

O§0１ 借還

病院財･産の移転 なし なし なし 売却等により、譲渡

法人に出盗 先医療法人等へ移転

地方公営企業法

全部適用

一般地方独立

行政法人
指定管理者制度 民間譲渡

制度の概要

地方公営企業法に

定める財務･組織･職

員の身分取扱の全て

を適用しＴ事業答理老

による運営を可能と

する制度

地方公共団体が設立

した法人格を有する

組織が公共サービス

を提供する制度

公の施設を民間事業

者等が管理する制度

民間医療法人等に

医療施設等を有償

譲渡する方法

人
事
面

職員身分

給与体系

経営形態の変更

に伴う退職手当

の支給

定数管理

地方公務員

原則としてliL1-又は

類似の地方公共団体

の職員等の給与等を

考慮して決定する

手当措置なし

対

非公務員

法人の業務実績及び

社会情勢を考慮して

決定される

新法人へ通算

対象ﾀ｝

非公務員

指定管理者の規程に

より独[:lの給与体系

の制定が可能

一括支給

退職手当債が認めら

れる可能性有

対象外

非公務員

民間事業誉独自の

規程により民間型

給与体系の制定が

可能

-一括支給

退職手当債が認めら

れる可能性有

対象ﾀ｝

財
政
面

交付税基準財政

需要額への算入

操出金制度

企業債の起債

企業債の償還

病院財産の移転

される

適用対象

可能

病院会計が償還

なし

される

適用外

政雄医療等に対して

補助金等で財政支援

を行うことは可能

不可能

市が起悩して法人に

貸付け

一般会計が借り換え

て償還又は法人に

引き継ぐ

なし

法人に出資

される

適用対象

可能

病院会計が償還

なし

されない

適用外

政策医療等に対して

補助金等で財政支援

を行うことは可能

不可能

独自に銀行等から

資金調達

譲渡時の資産売却益

等で清算、又は一般

会計で借り替えて

償還

売却等により、譲渡

先医療法人等へ移転



地方公営企業法 股地方独立

指定管理者制度 民111］孤渡
全部適用 行政法人

経澱雅盤 行政組織の補助機脱 市からの財政支援の 指定管理料あるいは 民I1IIilF推巷独自で

で経営基盤は強圃で 随川内で独立した 利用料金制の枠内で 市から独立した経営

ある 経悩を行う必要が 市から独立した経営 を行う必樫があ愚

ある を行う必嬰がある

人材雌係 人事課との洲盤が 孫)1111ｹﾞﾙ１，採用方法を 指定管理者が独自に 民''１１１１:推荷が狐lflに

必要で雛貝の墹口、 独自にi没定でき、短期 採用時期、方法をt没定 採用IMFjUL方法を

選考､採用まで時Rllを ll1Iに実施可能である でき、多様な人材確保 没定でき、多嫌な

要する他､多様な採用 医師碗係については や採用形態の導入が 人イオ確偶や採用形熊

形態の導入が困雌で、 従来どおり 可能な他､医師確保も の導入が可能な他．

医師確保についても 独自ルートによる 医師確保も独111ルー

従来どおり 確保が可能 卜による硴保が可能

条例規定等の制約が医療曝境の変化への 条例規定蟻のIlill約が 条例規定等の制約は 柔'欣な経櫛が可能

対応鞭経営の柔lliX性 あり、柔軟な経営は ﾀﾄｵI、経営の罷軟性は あるが､民間的手法に

困難 １，]上する よる柔軟な経営が

可能

ilrとしての黄任 市の組織の一部と iﾉﾐ人のvIIIOI111)蝋轆を認 指定管理者との協定 民Ⅲ]リド推考との契約

して直営で】運営する nJし、迦世交付金を交 に基づき、市立病I塊が 内奪に条件を付記

ことで開設老として |･↑する二とで市立病院 担うべき医療の硫保 することで限定的な

責任を果たすことが が担うべき医療の確保 について責任を 資任を果たすことが

できる について尚任を果たす 果たすことができ届 でき馬

二とかできる

地方公営企業法

全部適用

一般地方独立

行政法人
指定管理者制度 民''1］蔽渡

経悩2M:雛 行政組織の補助機関

で経営基盤は強固で

ある

市からの財･政支援の

範[)Ⅱ内で独立した

経営を行う必要が

ある

指定管理料あるいは

利用料金制の枠内で

市から独立した経営

を行う必要がある

民Ｉ１ＩＩ１Ｆ業省独自で

市から独立した経営

を行う必要がある

人材INR保 人事課との調盤が

必要で職員の増員、

選考､採用まで時FIIを

要する他､多様な採用

形態の導入が困難で、

医師確保についても

従来どおり

孫)11時Ⅳ１，採月]方法を

独自にi没定でき、短期

IⅡ]に実施可能である

医師硴保については

従来どおり

指定管理者が独自に

採用時期､方法を投定

でき､多嫌な人材砿保

や採用形態の導入が

可能な他､医師確保も

独自ルートによる

確保が可能

氏''''１１:業者が狐|ﾖに

採用時Ⅲ１，方法を

継走でき．多様な

人材U1R係や孫jl1形態

の導入が可能な他、

医師確保も独自ルー

トによる確保が可能

医療環境の変化への

対応嫌経営の柔軟性

条例規定等の制約が

あり、柔軟な経営は

困難

条例規定蟻の制約が

外れ､経懲の柔軟性は

向|Zする

条例規定等の制約は

あるが､民間的手法に

よる柔軟な経営が

可能

柔l欣な経悩が可能

Tlfとしての資|壬 市の組織の一部と

して直営で運営する

ことで開設者として

責任を果たすことが

できる

法人の『l1IUllll)H等を認

可し、通衝交|寸金を交

(･↑１－ることで市立病院

が担うべき医療の確保

について武任を果たす

ことができる

指定管理者との協定

に基づき､市立病院が

担うべき医療のFii係

について責任を

果たすことができる

民１１１]1F業者との契約

内容に条件を付記

することで限定的な

責任を果たすことが

できる


